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特定健診の受診状況（平成26年３月末日現在）�

受診率�

平成25年度受診率目標�

目標まであと�

32.4 ％�

40 ％�

502 人�

人 口�

男�

女�

計�

17,490人�

17,452人�

34,942人�

13,437世帯�世帯数�

町の世帯・人口�町の世帯・人口�平成26年３月31日現在�

2014（平成26）年度西原町の家計簿�

みんなで受けよう集団健診�

女性のがん検診のお知らせ�

保育料についてのお知らせ�

「食改さん」大募集�

民生委員・児童委員の日�

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金�

赤十字の活動にご支援を！�
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�

西原町定期人事異動�

教育委員が新しく任命されました�

証明書発行等の手数料が変わります�

墓の建設には許可が必要です�

西原町児童生徒の県外派遣に関する補助金交付事業�

雨水利用促進助成金�

軽自動車税について�
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平成26年３月31日現在�

西原町役場新庁舎 完成！！�
５月７日より業務開始�５月７日より業務開始�

西原町役場は、5月7日から新庁舎に移転します。�

役場へお越しの際は、ご注意ください。�

【西原町役場　新庁舎の建物内配置】�
�

さわふじ未来ホール、8月から一般供用開始。予約受付は16ページをご覧ください。�

さわふじの町、西原町の未来が詰まったホール�

こけら落とし公演�こけら落とし公演�こけら落とし公演�

２階�

１階�

３階�

さわふじ未来ホール�
　いよいよ「さわふじ未来ホール」がオープンします。8月の一般供用開始に先立ち、7月を「こけら落とし公演月間」と位置付け、�

西原町文化協会との協働により開催します。町民の文化・芸術活動の創造、発表、鑑賞の場の交流拠点として、�
子どもから大人まで、長く愛される魅力ある施設を目指していきます。�

　いよいよ「さわふじ未来ホール」がオープンします。8月の一般供用開始に先立ち、7月を「こけら落とし公演月間」と位置付け、�
西原町文化協会との協働により開催します。町民の文化・芸術活動の創造、発表、鑑賞の場の交流拠点として、�

子どもから大人まで、長く愛される魅力ある施設を目指していきます。�

7月6日(日) 開演14:00  開場13:30

※入場は無料ですが、入場整理券が必要です。入場整理券の配布は、６月10日（火）
午前９時から開始します。�
※入場整理券の受け取りは直接、教育部生涯学習課の窓口までお越しください。�

※先着順です。あらかじめご了承ください。（おひとりさま２枚限りです）�

お問い合わせ　教育部生涯学習課（町民交流センター内）　　945-5036

「さわふじ未来ホール・こけらおとし公演」は、西原町教育�

委員会と西原町文化協会の協働型事業で実施します！�

「さわふじ未来ホール・こけらおとし公演」は、西原町教育�

委員会と西原町文化協会の協働型事業で実施します！�

　西原町教育委員会と西原町文化協会(新里勝弘会長)は、協働で「こけら

落とし公演事業」を実施するため、3月28日に「さわふじ未来ホール・こけら落

とし公演事業」協働型事業の協定を締結しました（写真）。この協定により互い

に役割分担を明確にした上で、事業が進められます。�

　新里会長は「使命感を感じている。これまでの文化祭などの事業とは違った

もので、会員一丸となって成功させたい」と決意を述べ、小橋川明教育長は「こ

れまでにない連携体制を構築することができ、画期的なものになると思う。今

後のまちづくりにもつながる取組」と、事業の効果に期待を寄せました。�

「寿ぬ歌と踊り」�琉球古典音楽・舞踊�

7月13日(日) 開演17:00  開場16:30

「わが町の祝え揃てぃあしば」�民謡�

7月20日(日)  開演14:00  開場13:30

「内間御鎖金丸」�新作組踊�

クトゥブチヌウタトゥヲゥドヰ�

5月7日(水)から、�
西原町役場新庁舎での�
業務がスタート！�

5月7日(水)から、�
西原町役場新庁舎での�
業務がスタート！�

�
総務部プロジェクト推進室　 945-5029
お問い合わせ�

むら　　  うゆ　　 する�

うち　ま 　 う ざ し  かな  まる�

西
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役
場
の
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舎
移
転
に
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い
、
５
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２
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金
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時
45�
分
か
ら
５
月
７
日(

火
）20
時
ま
で
西
原
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
西
原
町
立
図
書
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
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今
年
は
景
気
回
復
の
影
響
で
お

父
さ
ん
の
給
料
（
い
わ
ゆ
る
町
税
）

が
少
し
増
え
そ
う
で
す
が
、
そ
の

代
わ
り
実
家
か
ら
の
収
入
（
地
方

交
付
税
等
）
が
減
っ
て
、
状
況
は

例
年
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
り
そ
う
も

あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、新
築
費
用
（
庁
舎
建
設
費
）

が
減
っ
た
こ
と
に
よ
る
借
入
金
の

大
幅
減
の
影
響
で
、
収
入
の
総
額

が
減
っ
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
育
ち
盛
り
の
子
ど
も

た
ち
や
家
族
の
期
待
に
応
え
る
た

め
に
は
、
貯
金
か
ら
の
取
り
崩
し

（
基
金
の
取
崩
）
に
頼
ら
ざ
る
を
得

な
い
状
況
に
変
わ
り
は
な
く
、
そ

の
上
、
財
産
売
払
収
入
も
あ
て
に

し
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
　
　

　
ま
た
、
３
年
目
に
な
る
私
の
実

家
か
ら
の
収
入
（
沖
縄
振
興
一
括

交
付
金
分
）
が
増
え
て
助
か
り
ま

す
が
、
そ
れ
で
も
収
入
面
で
の
苦

し
い
台
所
事
情
は
続
い
て
い
ま
す
。

　
支
出
で
は
、
や
は
り
家
族
全
員

の
病
院
代
（
民
生
費
）
が
一
番
大

き
い
で
す
。
今
年
も
１
８
８
万
円

は
か
か
る
見
込
み
で
、
や
は
り
増

加
傾
向
は
続
い
て
い
ま
す
。

　
修
繕
費
（
土
木
費
）
は
昨
年
と

比
べ
て
変
わ
ら
な
い
見
込
み
で
す

が
、
教
育
費
は
１
８
万
円
も
増
え

て
７
０
万
円
は
か
か
り
そ
う
で
す
。

　
ロ
ー
ン
返
済
は
４
６
万
円
。
で

す
が
昨
年
に
家
の
新
築
代
の
借
入

が
あ
っ
た
の
で
、
返
済
額
が
増
え

て
５
４
１
万
円
残
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
先
、
病
院
代
は
ま
だ
ま
だ

増
え
そ
う
で
す
し
、
我
が
家
に
も

消
費
税
増
税
の
影
響
が
あ
り
、
こ

れ
か
ら
の
生
活
が
心
配
で
す
。
ま

た
、
お
父
さ
ん
の
給
料
（
町
税
）

も
支
出
の
伸
び
を
ま
か
な
え
る
ほ

ど
増
え
そ
う
に
な
い
で
す
。
本
来

は
娘
（
特
別
会
計
）
へ
の
仕
送
り

も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
十

分
に
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で

す
。

　
こ
れ
か
ら
も
、
家
族
が
安
心
し

て
生
活
で
き
る
よ
う
、
や
り
く
り

は
創
意
工
夫
を
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

特
別
会
計

　
町
の
会
計
は
、
上
記
の
一
般
会

計
の
ほ
か
に
五
つ
の
特
別
会
計
と

上
水
道
事
業
会
計
が
あ
り
ま
す
。

　
左
の
グ
ラ
フ
は
、
特
別
会
計
の

当
初
予
算
額
の
推
移
を
表
し
た
も

の
で
す
。
　
　

　
今
年
度
も
昨
年
同
様
、
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
の
予
算
額
は
伸

び
、
前
年
度
比
約
８
６
０
０
万
円

の
増
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

西原町の家計簿（予算）
西
原
町
の
予
算
を
家
計
に
例
え
る
と…

2014年度（平成26年度）2014年度（平成26年度）

������ ���������������

　　
執
行
体
制
と
行
財
政
の
確
立

◆
庁
舎
移
転
準
備
事
業

　
一
億
四
千
七
百
三
十
三
万
円

　
５
月
か
ら
新
庁
舎
で
の
執
務
を
開
始
す

る
予
定
の
た
め
、
備
品
等
購
入
を
主
に
、

引
越
し
作
業
の
委
託
や
旧
庁
舎
の
解
体
工

事
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　
　

 

　
健
康
と
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

　●
三
世
代
交
流
施
設
運
営
事
業

　
六
千
六
百
四
十
六
万
円

　
西
原
南
小
学
校
区
に
建
設
す
る
三
世
代

交
流
施
設
の
基
本
実
施
設
計
業
務
委
託
、

及
び
建
設
用
地
購
入
を
行
い
ま
す
。

●
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
障
害
児
保
育
支
援

　
事
業

　
　
　
二
千
七
百
六
十
七
万
円

　
町
内
各
学
童
ク
ラ
ブ
に
在
籍
す
る
障
害

児
童
を
把
握
し
、
専
門
的
な
知
識
を
有
す

る
支
援
員
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
保
育
環

境
と
質
の
向
上
を
図
り
ま
す
。

　
豊
か
で
活
力
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

◆
青
年
就
農
給
付
金
事
業

一
千
五
十
万
円

　
青
年
の
就
農
意
欲
の
喚
起
と
就
農
後
の

定
着
を
図
る
た
め
、
経
営
が
不
安
定
な
就

農
直
後
の
所
得
を
確
保
す
る
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。

　

　　
豊
か
で
活
力
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り

●
公
園
樹
木
等
環
境
整
備
事
業

三
千
六
十
七
万
円

　
観
光
振
興
の
観
点
か
ら
、
沖
縄
ら
し
い

風
景
・
景
観
等
を
保
全
す
る
た
め
、
観
光

地
形
成
促
進
地
域
内
の
公
園
樹
木
の
環
境

整
備
を
行
い
ま
す
。
　
　
　

　
平
和
で
人
間
性
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り

◆
内
間
御
殿
整
備
事
業

　
　
　
一
千
七
百
七
十
一
万
円

　
前
年
度
に
引
き
続
き
、
内
間
御
殿
の
埋

蔵
文
化
財
発
掘
調
査
や
保
存
修
理
工
事
に

着
手
す
る
予
定
で
す
。

◆
西
原
南
幼
稚
園
新
増
築
事
業

九
千
九
百
五
十
二
万
円

　
保
育
室
の
不
足
を
解
消
す
る
た
め
、
新

増
築
工
事
を
行
い
ま
す
。

◆
坂
田
小
学
校
校
舎
危
険
建
物
新
増
改
築

　
事
業

七
千
九
百
二
十
五
万
円

　
老
朽
化
で
危
険
建
物
と
な
っ
た
校
舎
の

改
築
工
事
設
計
業
務
を
行
い
ま
す
。

●
教
育
情
報
化
支
援
事
業

一
億
三
千
三
百
一
万
円

　
将
来
の
沖
縄
振
興
に
資
す
る
人
材
育
成

及
び
学
力
・
情
報
活
用
能
力
等
の
向
上
を

図
る
た
め
、
各
小
中
学
校
に
電
子
黒
板
等

の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
を
整
備
し
、
よ
り
魅
力
的

か
つ
分
か
り
や
す
い
授
業
環
境
を
整
え
ま

す
。

●
に
つ
い
て
は
、
一
括
交
付
金
事
業
と
し
て

事
業
申
請
、
決
定
を
経
た
う
え
で
の
実
施
と

な
り
ま
す
。

今年度はこんなことをします！
ー 平成 26 年度の主な事業を説明します ー̶



�������������������� �

　それに伴い、集団健診会場である西原町役場新庁舎まで、送迎車両が巡回します。会場までの交通手段がない方は、

ぜひ送迎車両をご利用ください。

※送迎車両は平日開催の集団健診のみ運行します。土曜、日曜に開催する集団健診は全行政区が対象となるため、

送迎車両の運行はありません。ご了承ください。

　なお、6月の集団健診日程と送迎車両の運行時間・待合場所については、下記のとおりです。

　集団健診では、特定健診（身体・腹囲測定、血圧測定、尿検査、血液検査、問診等）、長寿健診、胃・肺・大腸

がん検診が受けられます。

　西原町では、特定健診受診者のうち 3 人に 1 人が生活習慣病である糖尿病もしくは糖尿病予備群という結果に

なっています。生活習慣病には自覚症状がないため、早期発見がとても重要です。

　ぜひこの機会に、ご家族・友達・隣近所のみなさんをお誘いのうえ、年に 1度は特定健診を受診しましょう！

※送迎車両は常に巡回しているため、待合場所への到着時間は不定期となります。待合場所に送迎車両がいない場合は、

しばらくお待ちください。

　　　集団健診会場：西原町役場新庁舎　西原町保健センター
　　　健診受付時間：8：00 ～ 10：00

送迎車両の運行時間：（行き）各自治会公民館等⇒西原町役場新庁舎   7：30 ～ 10：00

　　　　　　　　　　（帰り）西原町役場新庁舎⇒各自治会公民館等  10：00 ～ 13：30

６月の集団健診日程

平成 26年度の集団健診（特定健診）が 6月からスタートします。

今年度は全ての行政区を西原町役場の新庁舎にある保健センターで実施しますのでご注意ください。

６月４日

６月９日

６月 20日

６月 29日 日 全行政区 送迎車両の運行はありません

進入路

������ ���������������

5月28日（水）～  9：00～17：00（12：00～13：00、土日・慰霊の日・休日を除く）
※ 定員に達し次第、締め切ります。
※ 5月28日(水)、5月29日(木)は夜間受付も行います。(20：00まで)

詳しくは、対象者に送付した健診ガイドをご覧ください。

6月18日（水）、6月27日（金）
7月7日（月）、7月23日（水）

アドベンチストメディカルセンター

浦添総合病院　健診センター

沖縄県健康づくり財団（旧沖縄県総合保健協会）

中部地区医師会検診センター

同仁病院

徳州会新都心クリニック

とよみ生協病院

那覇市立病院

★ハートライフ病院

★与那原中央病院　

平成27年3月31日まで

2,950円

1,865円

1,325円

1,217円

3,125円

2,945円

1,925円

1,865円

1,865円

2,425円

平成26年5月1日から
平成27年3月31日

西原町保健センター（新庁舎）

6月18日（水）、6月27日（金）
7月7日（月）、7月23日（水）

平成26年5月1日から
平成27年3月31日

西原町保健センター（新庁舎）

福祉部健康推進課への
申し込みが必要
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～保育料についてのお知らせ～�～保育料についてのお知らせ～�
保育所へ入所された�

みなさまへ�
保育所へ入所された�

みなさまへ�
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地域の人と一緒に「食」について勉強し、健康づくり
のボランティアとして活躍している方々です。“食改
さん”または“食生活改善推進員”と呼ばれています。�

食改さん（ヘルスメイト）とは？�

食改養成講座を受けてみたい！詳細はどうなっているの？�

食生活改善推進員になるには、西原町が開催する「食生活改善推進員養成講座」
に参加し、食生活改善や健康づくりに関する講習を受けることが必要です。
その教室で修了証を得て、自らの意志でヘルスメイト会員となり、ボランテ
ィア活動を行います。�

食改さんになるためには？�

お問い合わせ　　福祉部福祉課 　945-5311　西原町社会福祉協議会 　945-3651

【募集対象】・町内在住者で、食生活や地域の健康づくり活動に関心のある方�

　　　　　　・受講後に、町民と行政とのパイプ役となり、かつ地域で「食生活改善推進員」�

　　　　　　　としてボランティア活動のできる方�

【受講期間】 平成26年7月～11月（全11回、若干の日程の変更あり）�

【受講時間】 14：00～16：30�

【募集期間】 平成26年5月～6月�

【応募方法】 電話、または健康推進課窓口まで直接お越しください。�

養成講座のようす�

男性のご応募も お待ちしています!!男性のご応募も お待ちしています!!

【民生委員・児童委員とは】�
　民生委員は厚生労働大臣から委嘱され、地域における生活上の悩みや福祉問題についてさまざまな相談支援活動を行ってい
ます。民生委員は児童委員も兼ね、「民生委員・児童委員」として一定の区域を担当して地域活動を行っています。また、児童
に関することを専門的に担当する「主任児童委員」がいます。�

【活動の目的】�
　社会奉仕の精神をもって住民の立場に立って相談に応じ、住民が尊厳をもってその人らしい自立した生活ができるように支
援を行うことによって、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会づくりを目指します。�

【民生委員・児童委員の活動】�
　民生委員児童委員の活動の基本は七つの働きにあります。�
① 生活の実態や福祉ニーズの把握に務めます。そのために、担当区域内の家庭を訪問することがあります。�
② 生活上のさまざまな相談に応じます。�
③ 介護や福祉の制度・サービスの情報提供をします。�
④ 関係機関との間に立つ連絡役を果たします。�
⑤ 必要なサービスが受けられるよう調整・支援します。�
⑥ 快適な生活ができるよう生活支援活動をします。�
⑦ 生活上の問題点や改善策について、関係機関に意見を提起します。�

民生委員児童委員を募集しています！～お気軽にお問い合わせください～�

福祉部　健康推進課　 945-4791

調理実習で�
　作りました。�

▲講義 (写真左・中央) だけでなく、運動なども取り入れた(写真右)�
　楽しい講座内容となっています。�

※ 秘密は守られます ※�

　民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容や秘

密がほかに漏れることはありません。住民一人ひとりの人
権とプライバシーを尊重し、秘密を保持します。�

＜ほんの少しの思いやりが地域の支え合いになります＞�

　民生委員・児童委員は、近隣による見守りと、各機関と連携した支援
活動を行っています。ご近所やお知り合いに支援を必要とする人や家庭
がありましたら、区域担当の民生委員・児童委員にお知らせください。�

※ 秘密は守られます ※�

　民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容や秘

密がほかに漏れることはありません。住民一人ひとりの人
権とプライバシーを尊重し、秘密を保持します。�

＜ほんの少しの思いやりが地域の支え合いになります＞�

　民生委員・児童委員は、近隣による見守りと、各機関と連携した支援
活動を行っています。ご近所やお知り合いに支援を必要とする人や家庭
がありましたら、区域担当の民生委員・児童委員にお知らせください。�

５月12日は民生委員・児童委員の日です�
～ご存知ですか？民生委員・児童委員～�

愛情と元気あふれる�
仲間がたくさんいます☆�

▲
�
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病後児保育事業�病後児保育事業�

登録申請を行っておくと安心です！�登録申請を行っておくと安心です！�登録申請を行っておくと安心です！�

子どもの急な発熱！でも仕事を休めない…。�
そんな時のために、登録を行っておくと安心です。�

医療法人ひまわり会 太田小児科医院　西原町字小橋川164番地の2�電話 946-5081

★登録及び減免の申請は、利用前に福祉部福祉課で行ってください。★登録は、年度ごとに必要です。�

★非課税世帯等で減免を受けたい場合は、必ず事前に福祉部福祉課で申請が必要です。病院で当日の登録や減

免の申請はできません。�

西原町に居住する者で次のいずれかに該当する者��

①保育所に通所している児童で、病気の回復期にあるため集団保育が困難な児童。かつ、保護者の就労、傷病、事

故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により家庭で育児を受けることが困難な者��

②保育所に通所している児童ではないが、①と同じような状況にある児童(小学校低学年児童等を含む)

☆利用方法�

☆対象児童�

①保育料　２，０００円　（１人あたり日額）��

②食費　　　　５００円　（半日利用の場合、保育料は半額になります。）��

※ただし、次のいずれかに該当する方は、保育料の免除が受けられます。福祉部福祉課まで申請をお願いします。

　申請がない場合、保育料の免除が受けられない場合がありますのでご注意ください。　��

（１）市町村民税非課税世帯　　⇒保育料一部免除（1,000円）※半日の場合は半額��

（２）生活保護世帯　　　　　　⇒保育料全額免除�

☆利用料金�

☆利用時間�

☆実施施設�

利用には、年度ごとに登録の申請が必要です。�

※日曜・祝日はお休みです。�

３町村広域
�

３町村広域
�

与那原・西原・中城ファミリーサポートセンター�

＜対　象＞��

西原町・与那原町・中城村にお住まいのファミ

リーサポートセンター会員で、以下のいずれか

の条件に該当する世帯��

　　①市町村民税非課税世帯であること��

　　②生活保護世帯��

�

＜内　容＞��

　・助成金額（ファミリーサポート利用時）�

　　１時間あたり４００円の助成を行います。�

　　※１世帯１年間の利用限度額10,000円�
　　（１年間（４月～翌年３月まで）25時間）��

　・限度額を超える場合は、実費負担になります。�

「西原町ファミリーサポートセンター利用料助成事業」について�

お問い合わせ・お申し込み�

ファミリー・サポート・センター�

　ファミリーサポートセンターを利用する以下の対象世帯を対象に「ファミリーサポートセンター利用

料助成事業」を行っています。ぜひ本制度を利用してファミリーサポートをご利用ください。��

　申請方法や詳細については、センターまでお問い合わせください。�

ＴＥＬ  098-988-1914　　ＦＡＸ  098-988-1924�
 住所　与那原町字東浜97－1　オーシャンブルー101�
 開所日時/月～金曜日(土日祝日休み)　AM9:00～PM5:30 

３町村�
広域�

与那原 西原 中城与那原 西原 中城与那原 西原 中城
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赤十字の活動にご支援を！�赤十字の活動にご支援を！�赤十字の活動にご支援を！�

栄養情報提供店とは、栄養成分表示や栄養･健
康に関する情報を提供し、住民の健康づくりの
お手伝いに協力するお店です。�

栄養情報提供店・沖縄県禁煙施設認定�

推進制度をご存じですか？�

　今回は西原町で唯一、「栄養情報提供店」と「禁煙施設認定推進制度」両方に登録されている「喫茶SHIMAYA」

（字兼久在）の取り組みを紹介します。�

　禁煙施設認定推進制度とは、受動喫煙防止対策（敷地内禁煙、施設内禁煙）に取り組んでいる施設を応援す

る制度です。認定証（ステッカー）を発行することにより、受動喫煙防止を図り、タバコによる健康被害を防

止することを目的としています。�

　喫茶SHIMAYAは、平成23年5月から国道329号沿いで営業している飲食店です。店長の島尻亜希子さんは

4人の子どものお母さんでもあるため、食事の栄養バランスや自身が提供する食事の栄養価について元々興味

があったそうです。栄養情報提供店の申請のため、固定メニューの開発に2年ほどかかりましたが、現在は栄

養情報提供店として5つのメニューが登録されており、栄養情報と写真付のメニューのおかげで栄養バランス

に気を付けている方から人気を得ています。�

　また、子ども連れのお客さんが店内で安心してくつろげるよう、平成24年11月から敷地内禁煙に取り組み、

平成25年3月に禁煙施設の認定を受けました。�

　このように取り組んでいく中では苦労もありましたが、登録することでお客さんに公的機関の認定があると

いう信頼感が生まれ、多くのメリットがあったそうです。男性客や子ども連れなど客層の幅が広がり、町内外

からも来店するようになったと話していました。�

　西原町健康増進計画「にしはら健康21（第2次）」では、健康づくりを推進する社会環境の整備の一環として、

沖縄県の事業である「栄養情報提供店」や「沖縄県禁煙施設認定推進制度」の申請を推進しています。興味の

ある方は福祉部健康推進課や南部福祉保健所までお問い合わせください。�

店長の島尻さん�

しまじり       　あ　　き　　こ�

　日本赤十字社は、人道・博愛の理念をもとに世界189か国

の赤十字社と連携し、災害や紛争等により飢餓、貧困、病気

等に苦しむ人々を国際的に救護するとともに、国内において

も各種災害救護や輸血用血液の供給、医療の提供、青少年の

健全育成などの事業を実施しています。�

　昨年10月に発生した台風26号･27号では、西日本から東

日本の太平洋側を中心に広い範囲で大雨や暴風をもたらし、

伊豆諸島をはじめ、多くの地域が甚大な被害に見舞われました。

国外においては、11月の台風30号がフィリピンに上陸。最

大瞬間風速 90 メートルと観測史上例をみない勢力となり、

レイテ島などで多くの人々が未曾有の被害を受けました。日

本赤十字社は、カナダ赤十字社・ノルウェー赤十字社と協働

して仮設診療所の運営や巡回診療、こころのケアなど災害救

護活動を展開しています。�

　これらの赤十字活動は、赤十字の人道的事業に賛同される

県民一人ひとりが赤十字社員として毎年協力いただく社資と

寄附金を財源として行われています。�

　5月は赤十字へのご理解とご協力をお願いし、ご支援して

いただく方を募集する月間です。赤十字に協力するというこ

とは、世界各地で救援を必要としている人々を支援すること

になります。自治会役員や赤十字奉仕団員などのみなさんが、

奉仕活動として各家庭や事業所を訪問して社員への加入や寄

附金をお願いしています。�

　本年も町民のみなさまには、赤十字の人道的事業をご理解

とご協力をお願い申し上げます。�

�

　平成25年度の実績は下記のとおりです。温かいご支援に

対し感謝申し上げます。ありがとうございました。�

　・西原町分区における社費および寄附金総額�

2,747,497円（目標額達成率　89.55％）�

日本赤十字社沖縄県支部西原町分区　分区長　上間　　明�

お問い合わせ　　福祉部福祉課　社会福祉係（赤十字担当）TEL  945-5311

5月は「赤十字社員増強運動」月間�

お問い合わせ　　福祉部健康推進課　保健予防係　　945-4791
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西原町定期人事異動�西原町定期人事異動�西原町定期人事異動�平成２６年�
4月１日付�
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　無許可で墓を建設した場合は、墓地、埋葬法等に関する法律第 20 条により処罰されます。
　西原町で墓を建てる場合は、西原町長からの許可（西原町墓地等の経営の許可等に関する条例第 6条）
を受けなければなりません。
　
　

　沖縄県の墓制は、門中墓や家族墓に代表されるように独特の墳墓形態を持つとともに、個人で墓地を所有するなど、他県と
は歴史的、文化的背景が異なっています。本県に墓地埋葬法が適用された際も、法が十分に周知されず、許可を受けない個人
墓地の立地が至る所で進んできました。
　近年、人口や世帯の増加に伴い家族墓が急増し、墓地と住宅地が隣接するなど、住環境や衛生、景観、防犯といったさまざま
な問題が発生しています。これらの墓の中には、管理が十分行われていないお墓もあり、地域の環境を阻害する要因となってい
ます。

墓の建設（申請）は誰でも、どこにでもできるわけではなく、事前協議などが
必要となります。詳しくは担当部署への確認をお願いします。

 お問い合わせ　　総務部町民生活課　環境保全係　☎945-5018

お問い合わせ　　教育部教育総務課　☎945-3655

許可が必要です

新築、建替えともに許可が必要です。

【対象者】
① 西原町立学校に在籍する児童生徒
② 西原町内に住所を有する小中学生
③ 保護者とともに西原町内に住所を有する高校生

【要件】
① （公財）沖縄県体育協会またはその加盟団体（沖
縄県中学校体育連盟を含む）が主催する県大会に
おいて 3 位以内の成績を収め、主催団体から出場
権を得て県外大会等に出場する場合
② ①に該当し派遣された大会で 3 位以内の成績を収
め、主催団体から出場権を得て上位大会に出場す
る場合
③ 文化的活動については①、②に準拠して審査し、
教育長が適当と認めた場合

【補助交付回数】
１人１会計年度につき１回。ただし、要件②に該当
する場合は①と含めて２回まで補助する。

【補助金交付額】
（往復航空（船）賃（※1））＋宿泊費（※2）× 補助
割合（優勝 100％以内・準優勝 80％以内・３位
70％以内）
※1　利用可能で最も有利な割引料金等により算出した額
※2　大会に出場できる最少泊数

【補助限度額】
　国内　1人つき 5万円　国外　１人につき 10 万円

西原町児童生徒の県外派遣に関する補助金交付事業について
　西原町の児童生徒がスポーツや文化活動で活躍して県外大会に派遣される場合に、下記のとおり補
助金を交付します。交付を希望する方は、大会の10日前までに教育部教育総務課に申請してください。
（この事業は西原町人材育成会が行っていた事業を教育委員会の事業とし、一括交付金を利用して実施するものです）
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を利用してみませんか！�
－雨水利用促進助成金交付制度－�

　西原町では、洪水の防止・防災対策として平成14年度から住

宅での雨水タンクの利用を呼びかけています。雨水タンクを設

置して、雨水を利用してみませんか。�

　これは、屋根などから流れる雨水を雨水タンクに貯めること

によって、一気に大量の雨水が川へ流れ出ないようにと考えら

れたものです。�

　貯まった水は、水洗トイレや洗車・家庭菜園での水やりなど

に使うことができ、水道代の節約にもつながります。�

　水事情に厳しい沖縄だからこそ、ぜひこの制度を利用して節

水にも努めたいですね。�

　西原町内で雨水タンクを設置する方に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。�
５月12日（月）から申請資料の配布を開始し、６月２日（月）から申請を受け付けます。�
※助成金の交付は先着順とし、予算がなくなりしだい終了します。�

　助成金の交付額は、雨水タンクの設置または改造工事１件につき50,000円とします。
ただし、要した費用の額が50,000円未満の場合は、その要した費用の額を助成金の交付
額とします。�
※重複して交付を受けることはできません！�

　対象施設は、これから新たに設置または改造する工事で�
①雨水利用のための雨水タンクの設置工事�
②下水道への接続により不用になった浄化槽を、雨水タンクに再利用するための改造工事�
です。タンクは１基の有効貯水量１ｍ3以上とし、１世帯につき１施設とします。（同
居世帯は１世帯とみなす）�

※すでに設置されている施設への助成ではありません。また、補修なども対象外です。�

お問い合わせ　建設部土木課　計画係　　９４５－４４１５�

助成対象施設等�

助成金の交付額�

助成金交付制度の内容�

助成対象施設等�

助成金の交付額�

助成金交付制度の内容�

助成対象施設等�

助成金の交付額�

助成金交付制度の内容�
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５月上旬に軽自動車税の納税通知書が送付されます。納期限内の納付にご協力お願いします。�

平成26年度 軽自動車税について�平成26年度 軽自動車税について�平成26年度 軽自動車税について�
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『庁舎等複合施設建設ブログ』で、西原町庁舎等複合施設の工事のようすを振り返ろう！�西原町　庁舎建設ブログ� 検索�
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図書館�
だより�
図書館�
だより�
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生涯学習のマスコット�
「マナビィ」�

生涯学習課�

中央公民館�

町民体育館�

坂田児童館�

西原児童館�

西原東児童館�

TEL.098-945-5036�

TEL.098-945-3657�

TEL.098-945-8095�

TEL.098-944-6308�

TEL.098-945-4393�

TEL.098-944-0976��������������

中央公民館からのお知らせ�町民体育館からのお知らせ�

指導者対象しまくとぅば講座�指導者対象しまくとぅば講座�
開　催：6月20日(金)～7月4日(金)毎週金曜�19:00～21:00�
申込み：5月12日(月)～6月16日(月)�
対　象：町内在住・在勤の教育関係者、指導者(定員15人)

★★ 西原町民体育館 ★★�

★☆西原町運動公園施設利用予定（大会）☆★�

★★ 西原町民陸上競技場 ★★�

★★ 西原町体育協会 ★★�

5月23日（金）～25日（日）　九州大学春季バレーボール男子リーグ戦�

5月11日（日） 13:00 kick off�
平成26年度 第42回九州サッカーリーグ2014　FC那覇 VS MSU FC(宮崎県)

坂田児童館� 西原児童館� 西原東児童館�

５月８日(木)～10日(土)�
材料代50円(要申込)

3館合同親子リトミック�

乳幼児の親子対象�
マミーキッズ募集中 毎週水曜日10：30～11：30�

乳幼児の親子対象�

マミーキッズ募集中 毎週水曜日10：30～11：30�
乳幼児の親子対象�

5月23日（金）16:00～�

マミーキッズ募集中 毎週金曜日10：30～11：30�

乳幼児親子対象　14日(水)10:30～11:30

材料代がかかります。�
（詳しくは児童館へお問い合わせください）�

母の日制作� 5月7日(水)～10日(土)15:00～�母の日制作�

まんまるハッピーの日�
5月23日（金）16:00～月1回の読み聞かせ、ビデオ会。�
しつけやルール、大切なことを楽しく学ぶ時間です。�

材料代50円(要申込)�
作品の見本を展示中！見てね！�

5月8日(木)～10日(土)15:00～�母の日制作�

11:30～（マミーキッズ対象)�
15:00～16:00（小学生対象)

トランポリン�

平成26年度　各区対抗テニス大会�
日　時 : 5月25日（日）  会　場 ： 町民テニスコート�
問合せ：西原町体育協会事務局（町民体育館内）　　�

  TEL 945-8095　　FAX 945-8096

子どもしまくとぅば講座�
開　催：6月14日(土)～8月16日(土)　毎週土曜　14:00～16:00�

申込み：5月12日(月)～6月2日(月)　対象：町内の小中学生(定員15人)

平和月間講座�
開催：6月12日(木)～7月10(木)　毎週木曜�14:00～16:00（全5回）��

対象：町内在住、在勤者(定員25人)�申込み：5月12日(月)～6月6日(金)

※いずれの講座も受講料無料です。※教材費は別途で徴収する場合があります。�

�

お問い合わせ：西原町中央公民館　　 9 45 - 3 657

5月21日(水）�

沖縄戦後～現在まで�
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